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仕 様 書 
 

１ 業務名   令和８年度ケアプランチェック業務 

 

２ 履行場所  大野城市役所・受託者事業所内 

 

３ 履行期間  契約日の翌日から令和９年３月 25 日まで 

 

４ 業務の目的 

介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 115 条の 45 の規定に基づき、ケ

アプランチェックを通して介護支援専門員やサービス事業所とともにケアマ

ネジメントの質の向上を図る。また、不適切な給付の削減と必要なサービス

を適正量提供することで、利用者の状態を維持改善し、介護保険制度の信頼

感を高める。これらにより、将来的に、介護給付費や介護保険料の上昇を抑

制することを通じて、介護保険制度の持続可能な運営に資することを目的と

する。 

 

５ 業務内容 

受託者は、管理責任者（主任介護支援専門員の資格を有する者）及び担当

者（介護支援専門員の資格を有する者）を定め、資格を有することを証明す

る書類とともに本市に届け出た上で、次に掲げる業務を行うものとする。管

理責任者及び担当者は介護給付適正化にかかる業務内容を熟知し、居宅介護

支援事業者等へ適切な指導及び助言を行うことができる者とする。 

（１）ケアプランチェック業務 

１）ケアプラン等検証業務 

   発注者がケアプランチェック対象者を抽出し、居宅介護支援事業所等に

あらかじめ提出を依頼した３か月分のアセスメント、ケアプラン、モニタ

リング表等について、評価表（受託者作成）に基づいて検証及び評価を行

う。 

２）ヒアリング業務 

   市が指定した事業所に対して、１）で行った業務に基づき、ヒアリング

を実施し、結果報告や改善指導等を行う。実施方法は、対面又はオンライ

ンでの実施とする。 

３）議事録（報告書）作成業務 

ヒアリングにおいて、指摘事項等、事業者への質問に対する回答を含め

た議事録（報告書）を作成する。 

（２）研修業務 

    居宅介護支援事業者等を対象とした研修会を令和９年３月に、集合形式

もしくはオンライン形式（併用でも可）で実施する。 

内容は、（１）で特に多かった指摘事項等に重点をおいた内容とし、２

時間を確保する。また、介護保険法施行規則介護保険法施行規則（平成 11

年厚生省令第 36 号）第 140 条の 68 第 1 項第２号に規定する主任介護支援

門員更新研修の受講要件の一つである「地域包括支援センターや職能団体
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等が開催する法定外の研修」の要件を満たす内容とする。 

 

６ 予定数量 

（１）ケアプランチェック業務  100 件 

（２）研修業務  年１回 

 

７ 資料等の貸与 

本委託業務の遂行に資料等が必要なときは、これを貸与することとするが、

亡失はもちろん、汚損・破損のないよう取扱には十分注意するものとし、貸与

された資料等が不要になったときは、速やかに返納することとする。 

また、貸与する資料等は、受渡書（借用書）を交わし授受することとし、

運搬、保管及び利用に際して十分慎重な取扱いを実施することとする。個人情

報を含む資料に係る郵送費は受託者の負担とする。 

 

８ 報告書 

受託者は、毎月10日（その日が休日の場合は翌業務日）までに、発注者及び

受託者にて決定する様式にて前月分の業務報告を行うものとする。ただし、３

月分の報告については、令和９年３月19日までに提出するものとする。また、

総括を記載した業務全体の報告書を令和９年３月19日までに提出するものとす

る。 

 

９ 法令等の遵守 

本業務は、本仕様書によるほか、以下に示す関係法令・規程等に準拠して実

施すること。 

（１） 介護保険法（平成 9年法律第 123 号） 

（２） 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号） 

（３） 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（４） その他関係法令・通達等 

 

10 個人情報保護 

本業務は、市民の重要な個人情報を取り扱うため、個人情報の保護に関する

法律及び大野城市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第１

号）に定めるもののほか、次の各号及び別記個人情報及び特定個人情報取扱特

記事項を遵守しなければならない。 

（１）受託者は、情報セキュリティマネジメントシステム又はプライバシーマ

ークを取得しており、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整

備しなければならない。  

（２）受託者及び業務従事者の責に帰すべき事由により、個人情報に係る損害

を与えた場合は、受託者がその賠償をしなければならない。 

 

11 支払条件 

（１）受託者は、業務完了後発注者の行う検査に合格したときは、契約金額の

支払を請求することができる。 



 3

（２）発注者は、適正な請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払うもの

とする。 

 

12 その他 

（１）受託者の故意又は過失によって、発注者又は第三者に損害等を与えた場

合は受託者の責任においてその損害等を賠償しなければならない。 

（２）本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受託者が

協議を行い、その解決を図るものとする。 
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別記 

個人情報及び特定個人情報取扱特記事項 

 

（ 基本的事項）  

第１ 条 受託者は、 個人情報の保護の重要性を 認識し 、 こ の契約による業務を 遂行する

に当たっ ては、 個人の権利利益を 侵害するこ と のないよ う 、 個人情報の取扱いを 適正

に行わなければなら ない。  

 

（ 定義）  

第２ 条 こ の契約で使用する用語は、 個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第

57 号。 以下「 個人情報保護法」 と いう 。） 及び行政手続における特定の個人を 識別す

るための番号の利用等に関する法律（ 平成 25 年法律第 27 号。 以下「 番号利用法」 と

いう 。） で使用する用語の例による。  

 

（ 従事者の範囲の指定）  

第３ 条 受託者は、 こ の契約によ る個人情報を 取り 扱う 業務に従事する者（ 以下「 従事

者」 と いう 。） の範囲、 責任区分等を明確にし 、 特定さ れた従事者以外の者が当該個人

情報にアク セスするこ と がないよう にし なければなら ない。  

２  受託者は、 こ の契約による特定個人情報を 取り 扱う 業務に関し て、 発注者に対し 前

項で特定さ れた従事者の名簿を提出し なければなら ない。  

 

（ 秘密の保持）  

第４ 条 受託者は、 こ の契約によ る業務に関し て知り 得た個人情報を みだり に他に漏ら

し てはなら ない。 こ の契約が終了し 、 又は解除さ れた後においても 、 同様と する。  

 

（ 収集の制限）  

第５ 条 受託者は、 こ の契約によ る業務を 処理するために個人情報を 収集する と き は、

当該業務を 達成する ために必要な範囲内で適法かつ公正な手段によ り 収集し なければ

なら ない。  

 

（ 安全確保の措置）  

第６ 条 受託者は、 こ の契約によ る業務に関し て知り 得た個人情報の漏えい、 改ざん、

滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、 必要な措置を 講じ なけ

ればなら ない。  

 

（ 作業場所等の特定）  

第７ 条 受託者は、 こ の契約によ る業務を 処理するために個人情報を 取り 扱う と き は、

その作業を 行う 場所及び当該個人情報を 保管する場所を 明確にし 、 あら かじ め発注者

の承諾を 得るも のと する。  

２  特定個人情報の閲覧及び更新は、 発注者の指定する場所又は受託者が管理する静脈

認証等の機能を 有し た高セキュ リ ティ 区域内で行う も のと する。  

 

（ 持出し の禁止）  

第８ 条 受託者は、 こ の契約によ る業務を 処理するために必要があると き を除き 、 個人

情報が記録さ れた資料等を作業場所又は保管場所の外へ持ち出し てはなら ない。 ただ

し 、 書面による発注者の指示又は承諾があると き はこ の限り ではない。  
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（ 利用及び提供の制限）  

第９ 条 受託者は、 こ の契約によ る業務に関し て知り 得た個人情報を 当該業務の目的以

外の目的に利用し 、 又は第三者に提供し てはなら ない。 ただし 、 書面による発注者の

指示又は承諾があると き はこ の限り ではない。  

 

（ 複写又は複製の禁止）  

第 10 条 受託者は、こ の契約による業務を 処理するために発注者から 提供さ れた個人情

報が記録さ れた資料等を 複写し 、 又は複製し てはなら ない。 ただし 、 書面による発注

者の指示又は承諾があると き はこ の限り ではない。  

 

（ 再委託の禁止）  

第 11 条 受託者は、こ の契約による個人情報を取り 扱う 業務を 自ら 行う も のと し 、第三

者にその取扱いを委託し てはなら ない。 ただし 、 受託者から の事前の書面による申請

により 、 発注者の承諾があると き はこ の限り ではない。  

２  受託者は、 前項ただし 書の承諾を 得て、 こ の契約による個人情報を取り 扱わせる場

合には、 本特記事項と 同等の内容について、 当該第三者（ 以下「 再委託先」 と いう 。）

と の間で契約し なければなら ない。  

３  前２ 項の規定は、 再委託先が再々委託を行う 場合以降も 同様と する。  

 

（ 媒体等の返却及び消去等）  

第 12 条 受託者は、こ の契約による業務を処理するために発注者から 提供を受け、又は

自ら が収集し 、 若し く は作成し た個人情報が記録さ れた媒体等は、 業務完了後直ちに

発注者に返却、 消去又は廃棄等を するも のと する。 ただし 、 発注者が別に指示し たと

き は、 その指示に従う も のと する。  

２  受託者は、 こ の契約による業務に係る 個人情報を 消去又は廃棄等をすると き は、 物

理的な破壊、 溶解等の復元又は判読が不可能な方法によら なければなら ない。  

３  受託者は、 こ の契約による業務に係る 個人情報を 消去又は廃棄等をし たと き は、 消

去又は廃棄等を し た記録を 保存すると と も に、 発注者に対し て写真等を付し た消去又

は廃棄等を 証明する書類を 交付し なければなら ない。  

 

（ 運搬）  

第 13 条 受託者は、こ の契約による業務を処理するため、又は当該業務完了後において

個人情報が記録さ れた資料等を 運搬すると き は、 個人情報の漏えい、 紛失又は滅失等

を防止する ため、 受託者の責任において、 確実かつ適切な方法によ り 運搬し なければ

なら ない。  

 

（ 従事者への監督又は教育研修）  

第 14 条 受託者は、 従事者に対し て、 適切な監督を 行う と と も に、 在職中及び退職後に

おいて、 こ の契約による業務に関し て知り 得た個人情報の内容を みだり に他人に知ら

せてはなら ないこ と その他個人情報の保護に関し 、必要な事項を 研修するも のと する。 

 

（ 事故報告）  

第 15 条 受託者は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題と なる事案が発生し 、又は

発生するおそれがあるこ と を 知っ たと き は、直ちに発注者に報告し なければなら ない。 

２  前項の場合において、 受託者は速やかに原因究明等必要な調査を 行う と と も に、 再

発防止策を 策定する も のと し 、 発注者に対し 調査結果及び再発防止策の内容を 報告し

なければなら ない。  
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（ 調査）  

第 16 条 発注者は、こ の契約による業務に係る個人情報の取扱いに関し て、受託者の作

業に立ち会い、 又は必要な事項について調査するこ と ができ る。  

２  受託者は、 前項による立ち合い又は調査を 求めら れたと き は、 応じ なければなら な

い。  

 

（ 指示及び報告）  

第 17 条 発注者は、受託者がこ の契約による業務に係る個人情報の適切な管理を確保す

るため、 受託者に対し て必要な指示を行い、 又は必要な事項の報告若し く は資料の提

出を 求めるこ と ができ るも のと する。  

２  受託者は、 発注者が要求し た場合は、 年１ 回以上、 こ の契約による業務に係る個人

情報の管理状況について、 書面で報告するも のと する。  

３  発注者及び受託者は、 前項の報告を踏まえ、 個人情報の安全管理体制の改善の要否

を協議し 、 改善が必要と 判断し たと き は、 双方協議のう え対応する。  

 

（ 契約解除及び損害賠償）  

第 18 条 発注者は、受託者が本特記事項の内容に反し ていると 認めたと き は、契約の解

除及び損害賠償の請求をするこ と ができ るも のと する。  

 

（ 法令等の遵守）  

第 19 条 前各条に定めるも ののほか、 受託者は、 個人情報の取扱いに関し て、 個人情報

保護法、 大野城市個人情報の保護に関する法律施行条例（ 令和５ 年条例第１ 号） 及び

大野城市個人情報の安全管理に関する規程（ 令和５ 年規程第７ 号） を遵守し なければ

なら ない。  

２  受託者は、 特定個人情報の取扱いに関し て、 前項に定めるも ののほか、 番号利用法

及び大野城市特定個人情報の安全管理に関する規程（ 平成 29 年規程第４ 号） を 遵守し

なければなら ない。  


